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市では、弁護士や税理士などの各種専門家に市民の皆様が相談できる窓口を設けています。相談

の種類など詳細は裏面をご覧ください。また、毎月の相談日については市報（ ２０日号） および市

ホームページでお知らせしています。

申込みは相談日の1 週間前から市民相談課（ 042-481-7032・ 7033） で受け付けています。

外環は、国土交通省・ ネクスコ東日本・ ネクスコ中日本の3 者で整備事業を行っています。現在、

事業者が地盤補修に向けた取組を進めるとともに相談窓口を開設していますが、市も各種専門家に

相談できる窓口を設けていますのでお知らせします。

外環に関する情報は

事業者HPをご確認ください

専門家による相談窓口

工事車両にお気を付けください

東つつじケ丘２丁目の陥没箇所周辺地域で

は、トンネル工事で緩んだ地盤をもとの強度

に戻すための地盤補修工事に向けて、家屋解

体や配管工事が進められています。

事業者が安全対策に取り組んでいますが、

通行の際はご注意ください。

外環に関連する内容も相談できるの？

外環に関連する内容もご相談いただけます。市民の皆様の日常

生活での困りごと等について、相談ごとに専門的な立場から一般

的なアドバイスをしていただけます。

なお、外環に関連して法律相談を希望される場合、優先的にご

案内できる場合がありますので、外環担当（ 042-481-7335）

までお問い合わせください。

令和５年４月発行

事業者の相談窓口

●フリーダイヤル（ 平日9： 00～17： 30）

ネクスコ東日本 東京外環工事事務所

0120-861-305

●常設相談窓口（ 平日10： 00～17： 00）

東つつじケ丘2-30-4 YS コア地下1 階

要事前予約（ 03-5969-9185）

外環沿線にお住いの皆さまへ

外環に関する説明会資料

はネクスコ東日本のホーム

ページで公表されています。

市ホームページ

参考資料２



相談内容 相談員 相談日

毎週火曜日・金曜日

毎月第２土曜日

相続等の書類作成 相続時の提出書類の作成方法など 行政書士 毎月第２・第４火曜日

公認心理師

専門相談員

専門相談員 毎月第１・２・４・５水曜日

弁護士 毎月第３水曜日

年金・社会保険 年金、高額療養費、雇用保険、解雇など 社会保険労務士 毎月第１木曜日

税務
所得税、相続税、贈与税、事業税、市民
税、法人税など

税理士
毎月第１月曜日・第２木
曜日・第３金曜日

不動産取引
土地・建物の売買、アパートの賃貸借契
約など

宅地建物取引士 毎週金曜日

登記
土地・建物の売買・贈与・相続、会社の
設立・役員変更など

司法書士 毎月第１・３金曜日

土地家屋調査測量 土地・建物の調査測量、表示登記など 土地家屋調査士 毎月第３金曜日

総合相談日
法律、税務、不動産取引、登記、土地家
屋調査測量に関する各種相談

有資格者 毎月第３金曜日

人権身の上 日常生活での人権侵害問題 人権擁護委員 奇数月の第４水曜日

市政・行政
市の業務全般及び官公署などへの意
見、要望など

行政相談委員 毎月第２水曜日

家庭 夫婦・親子などの家庭生活の問題 専門相談員
毎月第２・第４・第５月曜
日

申込について
≪予約制≫
　予約開始日は相談日の１週間前
　（祝・休日の場合はその直前の開庁日、土曜日の法律相談のみ１週間前の金曜日）
　予約開始時間／窓口は午前８時３０分～、電話は午前９時～

≪当日先着順≫
　相談日当日に先着順で受け付け
　受付時間／窓口は午前８時３０分～午後３時、電話は午前９時～午後３時

名称

法律 離婚、相続、契約、金銭貸借など 弁護士

心 人間関係や生き方など心の悩み
第１火曜日、第２から第
４木曜日

交通事故
示談の方法、損害賠償、慰謝料、保険金
など

当
日
先
着
順

予
約
制

※各相談員が専門的な立場から課題解決に向けた一般的な助言を行います


